
適 不適

集団指導 　本市が実施する集団指導に出席等していますか。

　＜過去２年の出席状況＞
　　　令和　　　年度・・・（　出席　・　欠席　）
　　　令和　　　年度・・・（　出席　・　欠席　）
　　
　　
　　
※「欠席」したことがある場合は、右側の「不適」の場合の事由等の欄
に「欠席」した理由を記載してください。
　
➢集団指導の内容は参加者が参加する意味のあるものとなるように、
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正
内容、高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等を中心とした
カリキュラムとすることから、本市は集団指導への参加を重要であるも
のと考えています。
　
➢集団指導を欠席した場合、当日の資料には掲載のない情報も含め
貴重な伝達の機会が失われることから、欠席した事業所については、
次回集団指導は、必ず出席してください。

□ □

適 不適

Ⅰ　定義及び基本方針
１．定義

法第８条第９項

法第８条の２第９項

２．一般原則

条例第３条
予防条例第３条

（１）利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った
サービスの提供に努めなければならない。

□ □

（２）事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他
の居宅（介護予防）サービス事業者その他の保健医療サービス及び福
祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 □ □

（３）利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備
を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じな
ければならない。 □ □

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

　各点検項目について確認した結果を「点検結果」の □ に ✓チェックし、不適の場合はその事由等を記載してください。　　　　

○集団指導

※根拠
➢介護保険施設等の指導監督について（令和４年３月３１日付老発０３３１第６号、厚生労働省老健局長通知、別添１「介護保
険施設等指導指針」）（最終改正）老発０３２６第６号　令和６年３月２６日）

確認事項

自己点検表　

○（介護予防）短期入所生活介護
（定義及び基本方針、人員、設備、運営の基準）

※根拠
➢介護保険法（以下「法」という。）
➢鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（以下「条例」という。）
➢鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法の基準に関する条例（以下「予防条例」という。）

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

点検項目

　　　　　　　　　事業所名（　　　　　　　　　　　　　　                　　）　

点検結果

　「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第５条の２第４項の厚生労
働省令で定める施設又は同法第２０条の３に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護
予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介
護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

　「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第５条の２第４項の厚生労働省令で
定める施設又は同法第２０条の３に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

２．一般原則

条例第３条
予防条例第３条

（４）サービスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定
する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効
に行うよう努めなければならない。 □ □

（５）申請者は、法人とする。
□ □

３．基本方針

条例第１４６条

　指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業は、要介護
状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にお
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機
能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の
家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

□ □

予防条例第１２８条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事
業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活
を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生
活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持
回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもので
なければならない。

□ □

Ⅱ　人員に関する基準
（１）事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき指定短期入所生活
介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおり配置されています
か。 □ □

①医師
　1人以上 □ □

②生活相談員
　常勤換算方法で、利用者が１００人又はその端数を増すごとに１人以
上

➢生活相談員は、社会福祉主事又はこれと同等以上の能力を有する
者であるか。

□ □

③介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
　常勤換算方法で、利用者が３人又はその端数を増すごとに１人以上

□ □

④栄養士又は管理栄養士
　１人以上
　ただし、利用定員が４０人を超えない指定短期入所生活介護事業所
にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携
を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営
を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないとき
は、栄養士を置かないことができる。

□ □

⑤機能訓練指導員
　１人以上 □ □

⑥調理員その他の従業者
　当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

□ □

（２）特別養護老人ホームであって、その全部又は一部が入所者に利
用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うも
のに置くべき（１）に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、（１）の
規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護
老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養
護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上
とする。

➢特別養護老人ホームの空床を利用して行う場合の員数の考え方と
なる。

□ □

（３）（１）の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指
定を受ける場合は、推定数による。

□ □

１．従業者の員数

条例第１４７条
予防条例第１２９条
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

１．従業者の員数

条例第１４７条
予防条例第１２９条

（４）特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人
保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定
施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定
を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設され
る指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム
等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)につい
ては、老人福祉法、医療法又は法に規定する特別養護老人ホーム等
として必要とされる数の従業者に加えて、（１）に掲げる短期入所生活
介護従業者を確保するものとする。

➢特別養護老人ホーム等の併設事業所で、本体施設の事業に支障が
なく、夜間の介護体制を含めてサービスを提供できる場合の考え方

①医師、栄養士又は管理栄養士、機能訓練指導員 ⇒ 併設本体施設
に配置され施設に支障ない場合は兼務可。

②生活相談員、介護職員又は看護職員 ⇒ 特別養護老人ホームと併
設事業所の利用者数との合算数につき、常勤換算法により必要とされ
る数。

□ □

（５）（１）の②の生活相談員のうち１人以上、③の介護職員又は看護職
員のうち１人以上は、それぞれ常勤ですか。
　ただし、利用定員が２０人未満である併設事業所の場合にあっては、
生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないこと
ができる。

□ □

（６）（１）の③の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、
利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は訪
問看護ステーション（併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設
する特別養護老人ホーム等（併設本体施設）を含む。）との密接な連携
により看護職員を確保していますか。

□ □

（７）（１）の⑤の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能
の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短
期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとす
る。

□ □

（８）事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて
受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所
生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている
場合については、指定介護予防サービス等条例第１２９条第１項から
第７項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、（１）か
ら（７）に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

□ □

２．管理者

条例第１４８条
予防条例第１３０条

　事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置
いていますか。
　ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がない
ときは、他の職務を兼ねることができます。

①当該事業所の他の職務に従事する場合
②同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又
は従業者としての職務に従事する場合

➢管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設
される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と兼務す
る場合（訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られてい
る場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速や
かに当該事業所に駆け付けることができない体制となっている場合な
どは、一般的には管理業務に支障があると考えられる。

→下記の事項について記載してください。
　・兼務の有無（有　・　無）
　・当該事業所内で他職務を兼務している場合は
　　その職務名（　　　　　　　　　）
　・他の事業所の職務と兼務している場合は、その事業所名、職務名
及び兼務事業所における１週間当たりの勤務時間
　事業所名：（　　　　　　　　　　　　       　     ）
　職務名　 ：（　　　　　　　　　　　       　　     ）
　勤務時間：（　　　　　　　　　　　　              ）

□ □
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

Ⅲ　設備に関する基準
（１）事業所は、その利用定員を２０人以上とし、サービスの事業の専用
の居室を設けていますか。
　ただし、特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 □ □

（２）併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所（ユニット型
指定短期入所生活介護事業所を除く。）とユニット型指定短期入所生
活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それら
の利用定員の総数が２０人以上である場合にあっては、その利用定員
を２０人未満とすることができる。

□ □

（３）事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて
受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所
生活介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されてい
る場合については、指定介護予防サービス等条例第１３１条第１項及
び第２項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、
（１）、（２）に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

□ □

２．設備及び備品等

条例第１５０条
予防条例第１３２条

（１）事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物
を除く。)は、耐火建築物でなければならない。
　ただし、次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定
短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすること
ができる。

①居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」
という。)を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。

②居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件
の全てを満たすこと。
ア．当該事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、非常災害
に関する具体的計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため
に必要な事項を定めること。
イ．非常災害に備えるための定期的な避難、救出その他必要な訓練に
ついては、非常災害に関する具体的計画に従い、昼間及び夜間にお
いて行うこと。
ウ．火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域
住民等との連携体制を整備すること。

➢利用者の日常生活に充てられる場所 ⇒ 居室、静養室、食堂、浴室
及び機能訓練室である。

□ □

（２）（１）の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し
専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満た
す木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であっ
て、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐
火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

①スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料
の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区
画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であるこ
と。

②非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が
整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

③避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難
路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練
を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の
円滑な避難が可能なものであること。

➢ 「利用者の安全性が確保されている」 ⇒ 以下の点を考慮して判断
すること。
①（２）の要件を満たさないものにつき一定の配慮措置があること。
②火災時等の安全性が、身体・精神的障害者であることに鑑みてなさ
れていること。
③管理者・防火管理者は、建物の燃焼性への知識を有し、火災時の危
険性を十分認識し、職員等に火気の取扱いや火災予防の指導監督、
防災意識の高揚に努めること。
④定期的に行う避難等の訓練は，建物の燃焼性を十分に勘案して行う
こと。

□ □

１．利用定員等

条例第１４９条
予防条例第１３１条
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

２．設備及び備品等

条例第１５０条
予防条例第１３２条

（３）事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、サービスを提供す
るために必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。
　ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会
福祉施設等及び当該事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福
祉施設等の入所者等及び当該事業所の利用者の処遇に支障がない
場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室
を除き、これらの設備を設けないことができる。

①居室
②食堂
③機能訓練室
④浴室
⑤便所
⑥洗面設備
⑦医務室
⑧静養室
⑨面談室
⑩介護職員室
⑪看護職員室
⑫調理室
⑬洗濯室又は洗濯場
⑭汚物処理室
⑮介護材料室

・調理室には、食器、調理器具等の消毒設備、食器・食品等を清潔に
保管する設備、防虫・防鼠の設備を設けるものとする。
・汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペースがあればよ
い。
・焼却炉、浄化槽、汚物処理設備・便槽を設置する場合は、居室、静養
室、食堂、調理室から相当の距離を隔てて設けるものとする。

□ □

（４）併設事業所の場合にあっては、（３）の規定にかかわらず、当該併
設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該
併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者
の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の（３）に掲げる設備
（居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することがで
きるものとする。

□ □

（５）特別養護老人ホームの場合にあっては、（３）及び（７）の①の規定
にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要
とされる設備を有することで足りるものとする。 □ □

（６）（３）に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

①居室
ア．一の居室の定員は、４人以下とすること。
イ．利用者１人当たりの床面積は、１０．６５平方メートル以上とするこ
と。
ウ．日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮
すること。

 （経過措置）
   平成１２年４月１日現存の老人短期入所事業用の施設・老人短期入
所施設（基本的設備が完成されているものを含み、平成１２年４月１日
以降に増築され、又は全面的改築された部分を除く。）は、上記ア及び
イ並びに下記②の規定は適用しない。

②食堂及び機能訓練室
ア．食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、そ
の合計した面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上と
すること。
イ．アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはそ
の提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはそ
の実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所と
することができる。

③浴室
　要介護者が入浴するのに適したものとすること。

④便所
　要介護者が使用するのに適したものとすること。

⑤洗面設備
　要介護者が使用するのに適したものとすること。

□ □
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

２．設備及び備品等

条例第１５０条
予防条例第１３２条

（７）（１）から（６）に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業
所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

①廊下の幅は、１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、
２．７メートル以上とすること。

➢ 廊下幅は、利用者の身体的、精神的特性や非常災害時の迅速な
避難、救出の確保を考慮して定められたものである。
　｢中廊下｣ ⇒ 廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直
接使用する設備のある廊下である。

②廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
③階段の傾斜を緩やかにすること。
④消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

➢ 消火設備・非常災害に際し必要な設備 ⇒ 消防法その他の法令等
に規定された設備であり、確実に設置しなければならないものである。

⑤居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階にある場
合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるとき
は、この限りでない。

➢傾斜路は、利用者の歩行、輸送車、車椅子等の昇降や災害発生時
の避難、救出に支障がないよう緩やかにし、表面は滑りにくい材料で仕
上げるものとする。

（経過措置）
平成１２年４月１日現存する老人短期入所事業用の施設・老人短期入
所施設（基本的設備が完成されているものを含み、平成１２年４月１日
以降に増築され、又は全面的改築された部分を除く。）については、⑤
の規定は適用しない。

□ □

（８）事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて
受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所
生活介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されてい
る場合については、指定介護予防サービス等条例第１３２条第１項か
ら第７項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、（１）
から（７）に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

□ □

（１）事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者
又はその家族に対し、運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の
勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められ
る重要事項を記した文書を交付して説明を行っていますか。

➢重要事項の主な内容
　　・運営規程の概要
　　・従業者の勤務の体制
　　・利用料（保険給付対象外の費用も含む）
　　・事故発生時の対応
　　・苦情処理の体制
  　・提供するサービスの第三者評価の実施の状況　など

□ □

（２） 当該事業所からサービスの提供を受けることについて、利用申込
者の同意を得ていますか。

➤利用者の同意は、書面での確認が望ましい。 □ □

２．指定短期入所生
活介護の開始及び終
了

条例第１５２条
予防条例第１３４条

（１）事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾
病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び
精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生
活を営むのに支障がある者を対象に、サービスを提供していますか。 □ □

（２）事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、サービ
スの提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療
サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めていま
すか。 □ □

１．内容及び手続の
説明及び同意

条例第１５１条
予防条例第１３３条

Ⅳ　運営に関する基準
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

３．提供拒否の禁止

条例第１６７条準用条
例第９条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５０条
の３

　事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはありません
か。

　→事例（　有　・　無　）

➢正当な理由
①事業所の現員から応じきれない場合
②申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合
③その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難
と判断した場合

□ □

４．サービス提供困難
時の対応

条例第１６７条準用条
例第１０条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５０条
の４

　事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通
常時に当該サービスを提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者
に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合
は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他
の指定短期入所生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速
やかに講じていますか。

➢事前に近隣の事業所等の情報を収集するなど、問題発生時に必要
な措置を速やかに講じるための準備をしているか。

□ □

５．受給資格等の確
認

条例第１６７条準用条
例第１１条
予防条例第１４２条準
用予防条例５０条の５

（１）事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示す
る被保険者証によって、被保険者資格、（要支援）要介護認定の有無
及び要介護認定の有効期間を確かめていますか。

➢計画等に、保険者番号、要介護状態区分、有効期間等を記載してい
ることが望ましい。

□ □

（２）事業者は、（１）の被保険者証に、認定審査会意見が記載されてい
るときは、当該認定審査会意見に配慮して、サービスを提供するように
努めていますか。

➢認定審査会意見とは、サービスの適正かつ有効な利用等に関し当
該被保険者が留意すべき事項。

　→事例（　有　・　無　）

□ □

（１）事業者は、サービスの提供の開始に際し、要支援・要介護認定を
受けていない利用申込者については、要支援・要介護認定の申請が
既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、
当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう
必要な援助を行っていますか。

・利用申込者が要介護認定又は要支援・要支援認定を受けていない場
合は、既に要支援・要介護認定の申請をしているかを確認しているか。
・認定の申請日は、市が申請書を受理した日とされており緊急のサー
ビス提供の場合等は、十分に市と連携をとっているか。

□ □

（２）事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利
用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、
要支援・要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けてい
る要支援・要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよ
う、必要な援助を行っていますか。

➢ 通常、更新申請は、有効期間終了の６０日前から遅くとも３０日前に
申請されるよう、居宅介護支援事業者が必要に応じて援助を行う。

□ □

７．心身の状況等の
把握

条例第１６７条準用条
例第１３条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５０条
の７

　事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支
援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身
の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉
サービスの利用状況等の把握に努めていますか。

➢開催状況や事業所の出席状況は適切か。開催されていない場合
は、それに代わる対応を講じているか。

□ □

６．（要支援）要介護
認定の申請に係る援
助

条例第１６７条準用条
例第１２条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５０条
の６

7　／　21



適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

８．決定代理受領
サービスの提供を受
けるための援助

条例第１６７条準用条
例第１５条

　事業者は、サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその
家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼
する旨を市に対して届け出ること等により、サービスの提供を法定代理
受領サービスとして受けることができる旨を説明し、居宅介護支援事業
者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行う
ために必要な援助を行っていますか。

➢サービス計画が作成されていないと償還払いとなるが、利用者は全
額利用料を支払う必要があるので、現物給付ができるよう必要な援助
を行うことが必要。

□ □

８－２．介護予防サー
ビス費の支給を受け
るための援助

予防条例第１４２条準
用予防条例第５０条
の９

　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、サービスの提供の開始
に際し、利用申込者が当該利用申込者又はその家族に対し、介護予
防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対
して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることが
できる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供す
ることその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助
を行っていますか。

□ □

９．（介護予防サービ
ス計画）居宅サービス
計画に沿ったサービ
スの提供

条例第１６７条準用条
例第１６条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５０条
の１０

　事業者は、介護予防サービス計画・居宅サービス計画が作成されて
いる場合は、当該計画に沿ったサービスを提供していますか。

➢サービス提供票の活用は適正か。計画は、居宅サービス計画の課
題・目標に沿っているか。

□ □

（１）事業者は、サービスを提供した際は、当該サービスの提供日及び
内容、当該サービスについて利用者に代わって支払を受ける介護予防
サービス費・居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の
介護予防サービス計画・居宅サービス計画を記載した書面又はこれに
準ずる書面に記載していますか。

・利用者及び事業者が，その時点での支給限度額の残額やサービス
の利用状況を把握するために行うものとなっているか。
・利用者が所持する書面（例えば、サービス利用票）への記録が想定さ
れるが、これに代わる記録票等でもよい。
・「その他適切な方法」→利用者の用意する手帳等に記載するなどの
方法。

□ □

（２）事業者は、サービスを提供した際は、提供した具体的なサービス
の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文
書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供し
ていますか。 □ □

１１．利用料等の受領

条例第１５３条
予防条例第１３５条

（１）事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した
際は、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅
介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支
払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けて
いますか。

・利用者負担額（介護保険負担割合証に定める割合の額）の支払いを
受けているか。
・ 割引率の設定を市に届けずに端数処理等不適正な処理を行ってい
ないか。

□ □

（２）事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供し
た際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、サービスに係る居
宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように
していますか。

➢費用の全額（１０割相当額）の支払いを受けているか。

□ □

１０．サービスの提供
の記録

条例第１６７条準用条
例第１９条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５０条
の１３
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

１１．利用料等の受領

条例第１５３条
予防条例第１３５条

（３）事業者は、（１）、（２）の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用
の額の支払を利用者から受けていますか。

➢保険給付の対象外の便宜に係る費用は実費相当額を利用者から徴
収できるが、あいまいな名目による費用の徴収を認めないことから運
営規程等に明示されることが必要である。
  　なお，嗜好品の購入等サービスの提供とは関係のない便宜の供与
に関する費用徴収とは区分される。

①食事の提供に要する費用
　（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が利
用者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費
用額（同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用
者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、
同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

　→受領の有無（　有　・　無　）

□ □

②滞在に要する費用
　(法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が利
用者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準
費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利
用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合
は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とす
る。）

　→受領の有無（　有　・　無　）

□ □

③厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室
の提供を行ったことに伴い必要となる費用

　→受領の有無（　有　・　無　） □ □

④厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事
の提供を行ったことに伴い必要となる費用

　→受領の有無（　有　・　無　） □ □

⑤送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。）

　→受領の有無（　有　・　無　）

・利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必
要な利用者に対して加算しているか。

□ □

⑥理美容代

　→受領の有無（　有　・　無　）

・ 実費相当額であるか。
□ □

⑦①から⑥に掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜の
うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ
の利用者に負担させることが適当と認められるもの

　→受領の有無（　有　・　無　）
□ □

（４）（３）の①から④までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣
が定めるところによるものとなっていますか。

➢①から④までの費用は、居住、滞在及び食事の提供に係る利用料
等に関する指針（平成１７年厚生労働省告示第４１９号）及び厚生労働
大臣の定める利用者が選定する特別な居室等の提供に係る基準等
（平成１２年厚生省告示第１２３号）の定めるところによるものとする。

□ □
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

１１．利用料等の受領

条例第１５３条
予防条例第１３５条

（５）事業者は、（３）の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、
あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用
を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得ていますか。
　ただし、（３）の①から④までに掲げる費用に係る同意については、文
書によるものとする。

➢運営規程等説明を行う書面は、利用者にわかりやすく内容が適当
か。また、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けている
か。

□ □

（６） 利用者に対し、領収証を交付していますか。

・ 領収証は受領の都度交付しているか。
・ 消費税の取扱いは適正か。 □ □

（７）領収証には、利用者から支払を受けた費用の額のうち、厚生労働
大臣が定める基準により算定した費用の額に係るものとその他の額を
区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用
ごとに区分して記載していますか。

➢領収証は次の区分を明確にしているか。
    ①介護給付費の利用者負担額又は現に要した費用の額
    ②その他の費用の額（個別に区分）

□ □

１２．保険給付の請求
のための証明書の交
付

条例第１６７条準用条
例第２１条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５１条
の２

　事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用
料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他
必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し
て交付していますか。

・償還払いの場合、市への保険給付の請求を容易に行えるよう、サー
ビス提供証明書を交付しているか。
・様式は、基本的には介護給付費明細書と同じで記載不要の欄は網
掛け等の処理が望ましい。

　→事例：（　有　・　無　）

□ □

１３．指定短期入所生
活介護の取扱方針

条例第１５４条

（１）事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する
よう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必
要な援助を妥当適切に行っていますか。

□ □

（２）指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所
する利用者については、短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ
画一的なものとならないよう配慮して行われていますか。

　→相当期間以上にわたり継続して入所する利用者（ 有 ・ 無 ）

・「相当期間以上」 ⇒ 概ね４日以上連続して利用する場合を指すが、４
日未満の利用者でも、居宅介護支援事業者等と連携をとる等、利用者
の心身の状況等を踏まえ、他の計画を作成した利用者に準じ、必要な
介護及び機能訓練等の援助を行うこと。

□ □

（３）従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用
者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす
いように説明を行っていますか。

➢サービスの提供方法等とは、計画の目標、内容、利用期間内の行
事、日課等も含む。

□ □

10　／　21



適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

１３．指定短期入所生
活介護の取扱方針

条例第１５４条
予防条例第１３６条

（４）事業者は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利
用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘
束等」という。)を行っていませんか。

　→事例：（　有　・　無　）

※利用者の身体拘束が認められるのは、『切迫性』『非代替性』『一時
性』の３つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが、
極めて慎重に実施されているケースに限られます。

(身体拘束禁止の対象となる具体的行為)
①徘徊しないように、車いすやベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛
る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を掻きむし
らないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯
や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用す
る。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せ
る。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等
で縛る。
など。

□ □

（５）事業者は、（４）の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
録していますか。

※緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性
の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認
等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について
記録しておくことが必要である。

□ □

（６）事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を
講じていますか。

①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電
話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開
催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知
徹底を図ること。
②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
③介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための
研修を定期的に実施すること。

□ □

（７）事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にそ
の改善を図っていますか。

□ □

（１）指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資する
よう、その目標を設定し、計画的に行っていますか。

□ □

（２）指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する
サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連
携を図りつつ、常にその改善を図っていますか。 □ □

（３）指定介護予防短期入所生活介護事業者は、サービスの提供に当
たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を
営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意
識してサービスの提供に当たっていますか。 □ □

１３－２．指定介護予
防短期入所生活介護
の基本取扱方針

予防条例第１４３条
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

（４）指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する
能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供
に努めていますか。 □ □

（５）指定介護予防短期入所生活介護事業者は、サービスの提供に当
たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な
方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに
努めていますか。

□ □

　指定介護予防短期入所生活介護の方針は、予防条例第１２８条に規
定する基本方針及び予防条例第１４３条に規定する基本取扱方針に
基づき、次に掲げるところによるものとなっていますか。 □ □

(1)サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情
報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者
の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状
況の的確な把握を行っていますか。 □ □

（２）事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所すること
が予定される利用者については、（１）に規定する利用者の日常生活全
般の状況及び希望を踏まえて、サービスの目標、当該目標を達成する
ための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載
した介護予防短期入所生活介護計画を作成していますか。

□ □

（３）介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画
が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しています
か。 □ □

（４）事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当
たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得ていますか。 □ □

（５）事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した
際は、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付していま
すか。 □ □

（６）サービスの提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画
が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営
むのに必要な支援を行っていますか。 □ □

（７）サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用
者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす
いように説明を行っていますか。 □ □

１５．短期入所生活介
護計画の作成

条例第１５５条

（１）事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所すること
が予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びそ
の置かれている環境を踏まえて、サービスの提供の開始前から終了後
に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短
期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達
成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介
護計画を作成していますか。

➢短期入所生活介護計画作成の留意点
①計画等の作成に関し、経験のある者や介護の提供について豊富な
知識及び経験がある者にその取りまとめを行わせ、事業所に介護支援
専門員がいる場合は、その者に取りまとめを行わせることが望ましい。
②計画の作成に当たっては、居宅サービス計画を考慮しつつ、利用者
の希望を十分勘案し、利用者の日々の介護状況に合わせて作成する
ものとする。

□ □

（２）短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されて
いる場合は、当該計画の内容に沿って作成していますか。

□ □

１３－２．指定介護予
防短期入所生活介護
の基本取扱方針

予防条例第１４３条

１４．指定介護予防短
期入所生活介護の具
体的取扱方針

予防条例第１４４条
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

１５．短期入所生活介
護計画の作成

条例第１５５条

（３）事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たって
は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の
同意を得ていますか。 □ □

（４）事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際は、当
該計画を利用者に交付していますか。

□ □

（１）介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常
生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っていますか。

➢利用者の人格に十分配慮し、在宅生活復帰を念頭に行うことが基本
で、利用者の家庭環境等を十分踏まえ、自立機能の低下が起きないよ
う、残存機能の維持向上が図られるよう適切な技術をもって介護サー
ビスの提供、必要な支援を行っているか。

□ □

（２）事業者は、１週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴さ
せ、又は清しきを行っていますか。

　→週当たりの入浴又は清拭回数（　　　　回 ）

➢特別浴槽の入浴や介助浴等適切な方法で行い、入浴困難な場合
は、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めているか。

□ □

（３）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せ
つの自立について必要な援助を行っていますか。

➢トイレ誘導や排せつ介助等について、適切な方法により実施してい
るか。

□ □

（４）事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に
取り替えていますか。

➢おむつ交換は、利用者の排せつ状況を踏まえて実施しているか。 □ □

（５）事業者は、（１）から（４）に定めるほか、利用者に対し、離床、着替
え、整容その他日常生活上の世話を適切に行っていますか。

➢生活にメリハリをつけ、生活面での積極性を向上させる観点から、１
日の生活の流れに沿って、利用者の心身の状況に応じた日常生活上
の世話を適切に行っているか。

□ □

（６）事業者は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させています
か。

□ □

（７）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該事業
所の従業者以外の者による介護を受けさせていませんか。

➢ 夜間を含めて適切な介護を提供できるように、介護職員の勤務体
制を定めているか。

□ □

１６．介護

条例第１５６条
予防条例第１４５条
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

１７．食事

条例第１５７条
予防条例第１４６条

（１）事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した
食事を、適切な時間に提供していますか。
 ➢利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の入所者の栄養状
態に応じた栄養管理を行うとともに、摂食・嚥下機能その他の入所者
の身体の状況や食形態、嗜好等にも配慮した適切な栄養量及び内容
とすること。
→食事の提供時間
　　　・朝食（　　　　　時から　　　　時）
　　　・昼食（　　　　　時から　　　　時）
　　　・夕食（　　　　　時から　　　　時）
 
　→夕食時間は午後６時以降が望ましいが、早くても午後５時以降と
なっているか。

➢食事の提供に関する業務委託（あり・なし）
（業務委託先：　　　　　　　　　　　　　　）

➢利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。

➢食事内容については、当該施設の医師又は栄養士若しくは管理栄
養士を含む会議において検討が加えられなければならないこと。

□ □

（２）事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを
支援していますか。

□ □

１８．機能訓練

条例第１５８条
予防条例第１４７条

　事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活
を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行っ
ていますか。

➢機能訓練室での機能訓練に限らず、日常生活やレクリエーション、
行事の実施等に当たっても、その効果が十分に配慮されているか。

□ □

１９．健康管理

条例第１５９条
予防条例第１４８条

　事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意す
るとともに、健康保持のための適切な措置をとっていますか。

□ □

２０．相談及び援助

条例第１６０条
予防条例第１４９条

　事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の
的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に
応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っていますか。

➢常時必要な相談や援助のできる体制をとって、積極的に利用者の在
宅生活の向上を図るものとなっているか。

□ □

（１）事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレ
クリエーション行事を行っていますか。

　→レクリエーション行事の主な内容
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

➢行事は、利用者の家庭環境等を十分踏まえ、日常生活の自立を助
けるためのものとなっているか。

□ □

（２）事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めています
か。

□ □

２１．その他のサービ
スの提供

条例第１６１条
予防条例第１５０条
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

２２．利用者に関する
市への通知

条例第１６７条準用条
例第２６条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５１条
の３

　事業者は、サービスを受けている利用者が次のいずれかに該当する
場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知していますか。

（１）正当な理由なく指定短期入所生活介護の利用に関する指示に従
わないことにより、要支援・要介護状態の程度を増進させたと認められ
るとき
（２）偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとし
たとき

□ □

２３．緊急時等の対応

条例第１６２条
予防条例第１３７条

　従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の
急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあ
らかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連
絡を行う等の必要な措置を講じていますか。

・事前に利用者の主治医から必要な情報を得ていることが必要となる。
・協力医療機関は、事業所から近距離にあることが望ましい。

□ □

（１）事業所の管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用
の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的
に行っていますか。

➢他の業務を兼務する場合、管理すべき事業所数が過剰であると判
断されるなど事業所の管理業務に支障はないか。

□ □

（２）事業所の管理者は、当該事業所の従業者に運営基準を遵守させ
るため必要な指揮命令を行っていますか。

□ □

２５．運営規程

条例第１６３条
予防条例第１３８条

　事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規
程(以下「運営規程」という。)を定めていますか。

(1)事業の目的及び運営の方針
(2)従業者の職種、員数及び職務の内容
(3)利用定員
　(第１４７条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を
除く。)
(4)指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5)通常の送迎の実施地域
(6)サービス利用に当たっての留意事項
(7)緊急時等における対応方法
(8)非常災害対策
(9)虐待の防止のための措置に関する事項
(10)その他運営に関する重要事項

・ 運営規程の内容に変更はないか。変更があった場合は、市に変更
届がなされているか。
・利用定員については、空床利用型の定員は含めない。
・通常の送迎の実施地域は、送迎費用の徴収等の目安であり、当該地
域以外に居住する被保険者に対して送迎が行われることを妨げるもの
ではない。
・サービス利用に当たっての留意事項は、利用者がサービスの提供を
受ける際の利用者側が留意すべき事項であり、入所生活上のルール、
設備の利用上の留意事項等を指す。

□ □

２６．勤務体制の確保
等

条例第１６７条準用条
例第１０７条
予防条例第１４２条準
用予防条例第１２０条
の２

（１）事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所
ごとに、従業者の勤務体制を定めていますか。

・利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業
者の勤務体制（日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管
理者との兼務関係等）を定めているか。
・管理者等が他の事業所と兼務する場合、それぞれの勤務状況がわ
かるものとなっているか。

□ □

２４．管理者の責務

条例第１６７条準用条
例第５５条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５３条
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

２６．勤務体制の確保
等

条例第１６７条準用条
例第１０７条
予防条例第１４２条準
用予防条例第１２０条
の２

（２）事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービス
を提供していますか。

・雇用契約その他契約により、管理者の指揮命令が従業者に対して及
ぶ者であるか。
・調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について
は、第三者への委託等を行っても差し支えない。

□ □

（３）事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確
保していますか。

➢全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門
員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ
の他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修
を受講させるために必要な措置を講じていますか。

・事業所の外部で開催される研修については情報の取得、従業者への
周知に努め、内部で開催する研修については、計画的に実施すること
が望ましい。
・運営規程等に研修等の機会を計画的に設ける旨を明示し、内部研修
や外部研修会に参加させているか。

□ □

（４） 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われ
る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必
要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されるこ
とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていますか。 □ □

２７．業務継続計画の
策定等

条例第１６７条準用条
例第３１条の２
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の２の２

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス
の提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るた
めの計画（業務継続計画）を策定し、当該計画に従い必要な措置を講
じていますか。

※感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的
計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合
には、一体的に策定することとして差し支えない。

□ □

（２） 短期入所生活介護従業者に対し、業務継続計画について周知す
るとともに、必要な研修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施してい
ますか。 □ □

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続
計画の変更を行っていますか。

□ □

２８．定員の遵守

条例第１６４条
予防条例第１３９条

（１）事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に
サービスを行っていませんか。ただし、災害、虐待その他のやむを得な
い事情がある場合は、この限りでない。

①特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあって
は、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えるこ
ととなる利用者数

②①に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定
員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

　→運営規程の利用定員を超えていないか。
　→定員を 超えて提供した場合は、減算措置が適正に実施されている
か。

□ □
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

２８．定員の遵守

条例第１６４条
予防条例第１３９条

（２）利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支
援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受け
ることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付け
られていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって当該利
用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、（１）の規
定にかかわらず、（１）に掲げる利用者数を超えて、静養室において指
定短期入所生活介護を行うことができるものとする。

□ □

２９．地域等との連携

条例第１６５条
予防条例第１４０条

　指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又は
その自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努
めていますか。

　→地域等との交流の主な内容（　　　　　　　　　　　　　　　　） □ □

３０．地域との連携等

条例第１６７条準用条
例第３８条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の９

　事業者は、その事業の運営に当たっては、提供したサービスに関す
る利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行
う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めていますか。

□ □

（１）事業者は、事業所の立地環境に応じ、火災、風水害、地震、津波、
火山災害等個別に非常災害に関する具体的計画を立てていますか。

　→「高齢者福祉施設等における非常災害対策の計画作成の手引き」
を参考とするなどし、計画を立てているか。

□ □

（２）事業者は、（１）の具体的計画の内容については、従業者及び利用
者に分かりやすく事業所内に掲示していますか。

□ □

（３）事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備
するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地
域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に
従業者に周知していますか。

　→非常災害時に地域住民の協力が得られる体制（ 有 ・ 無 ）

※関係機関への通報・連携体制の整備 ⇒ 火災等の災害時に、地域
の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底す
るとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際
に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めること。

□ □

（４）事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必
要な訓練を行っていますか。

□ □

（５） （４）で地域住民の参加が得られるよう連携に努めていますか。
□ □

３２．衛生管理等

条例第１６７条準用条
例第１１０条
予防条例第１３９条の
２

（１）事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用
に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を
講じていますか。

　（　市水　・　井水　） □ □

３１．非常災害対策

条例第１６７条準用条
例第１０９条
予防条例第１４２条準
用予防条例第１２０条
の４
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

３２．衛生管理等

条例第１６７条準用条
例第１１０条
予防条例第１３９条の
２

（２） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に
掲げる措置を講じていますか。

①当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる。）を
おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、短期入
所生活介護従業者に周知徹底を図ること。
②当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。
③当該事業所において、短期入所生活介護従業者に対し、感染症の
予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ
と。

　特に、食中毒・感染症の発生防止の措置等につき、必要に応じ保健
所の助言・指導を求め常に密接な連携を保っているか。
  　また、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオ
ネラ症対策等は、発生及びまん延防止の措置につき、別途通知等に
基づき適切な措置を講じているか。

・ レジオネラ属菌検査
   　→過去３年間のレジオネラ属菌検査実施日
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 検査結果(以下に○を付す)
    不検出 (10CFU/100ml未満)　→　（　　　）
    検  出 (10CFU/100ml以上)　 →　（　　　）
・ 検出された場合、その対応は適切か。
・ 検査未実施の場合
    検査予定月       （　　　　　　年　　　月頃）

・空調設備等により施設内の適温の確保に努めているか。

□ □

３３．掲示

条例第１６７条準用条
例第３３条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の４

　事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の
勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められ
る重要事項を掲示していますか。

・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。
・掲示内容が実際のサービス内容と一致しているか。
・重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも
関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。
・原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
　（令和７年４月１日から施行）

□ □

３４．秘密保持等

条例第１６７条準用条
例第３４条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の５

(１)事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用
者又はその家族の秘密を漏らしていませんか。

➢研修等の機会を利用して周知徹底するなどの対策を講じているか。

□ □

(２)事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、
その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ
う、必要な措置を講じていますか。

➢従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めをお
くなどの対策を講じているか。（誓約書や就業規則）

□ □

(３)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を
用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場
合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。

➢個人情報を用いる場合は、利用者（家族）に適切な説明（利用の目
的、配布される範囲等）がされ、文書による同意を得ているか。

□ □
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

３５．広告

条例第１６７条準用条
例第３５条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の６

　事業者は、事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は
誇大なものとしていませんか。

➢広告に、紛らわしい表現が使用されていないか。また、内容が事業
概要や運営規程と異なる点はないか。運営規程に記載されていない保
険給付対象外の利用料を掲載していないか。

パンフレット（　有　・　無　）
ホームページ（　有　・　無　）
介護サービス情報公表システムへの掲載（　　　　　　年　　月　　日）

□ □

３６．介護予防支援事
業者・居宅介護支援
事業者に対する利益
供与の禁止

条例第１６７条準用条
例第３６条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の７

　事業者は、介護予防支援事業者・居宅介護支援事業者又はその従
業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させ
ることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していません
か。

□ □

（１）事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦
情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口
を設置する等の必要な措置を講じていますか。

　→苦情の窓口の設置（　有　・　無　）
□ □

（２）事業者は、（１）の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を
記録していますか。

□ □

（３）事業者は、提供したサービスに関し、法第２３条の規定により市が
行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員から
の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う
調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合において
は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

　→事例：（　有　・　無　）

□ □

（４）事業者は、市からの求めがあった場合は、（３）の改善の内容を市
に報告していますか。

　→事例：（　有　・　無　） □ □

（５）事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国
民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力
するとともに、連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該
指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

　→事例：（　有　・　無　）

□ □

（６）事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、
（５）の改善の内容を連合会に報告していますか。

　→事例：（　有　・　無　） □ □

３７．苦情処理

条例第１６７条準用条
例第３７条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の８
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

３８．事故発生時の対
応

条例第１６７条準用条
例第３９条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の１０

（１）事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した
場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事
業者等・居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を
講じていますか。

➢事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めておくこ
とが望ましい。

　→事故事例（　有　・　無　）
　→事故対応マニュアル等（　有　・　無　）

□ □

（２）事業者は、（１）の事故の状況及び事故に際して採った処置につい
て記録していますか。

　→事故の記録（ 有 ・ 無 ） 
  →有の場合、市への報告（　有　・　無　）
　→従業者への周知（　有　・　無　）
　→周知の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □

（３）事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故
が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。

➢賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険
に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。

　→損害賠償保険への加入　（　有　・　無　）

□ □

３９．虐待の防止

条例１６７条準用条例
第３９条の２
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の１０の２

　事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措
置を講じていますか。

①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等を活用して行うことができる。）を定期的に開催するととも
に、その結果について、短期入所生活介護従業者に周知徹底を図るこ
と。
②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
③事業所において、短期入所生活介護従業者に対し、虐待の防止の
ための研修を定期的に実施すること。
④①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

□ □

４０．会計の区分

条例第１６７条準用条
例第４０条
予防条例第１４２条準
用予防条例第５４条
の１１

　事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所生
活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分していますか。

□ □

４１．利用者の安全並
びに介護サービスの
質の確保及び職員の
負担軽減に資する方
策を検討するための
委員会の設置

条例第１６５条２
予防条例第１４０条の
２

　事業者は、事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上
その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、事業所にお
ける利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。）を定期的に開催していますか。

※本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止のため
の委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・運営すること
として差し支えない。本委員会は事業所毎に実施が求められるもので
あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えな
い。

※利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる
委員会の名称を用いても差し支えない。

□ □
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適 不適

「不適」の場合の事由
及び改善方法、その
他

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果

４２．記録の整備

条例第１６６条
予防条例第１４１条

（１）事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し
ていますか。

□ □

（２）事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記
録を整備し、その完結の日から５年間保存していますか。

①短期入所生活介護計画
②提供した具体的なサービスの内容等の記録
③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び
に緊急やむを得ない理由の記録
④利用者に関する市への通知に係る記録
⑤苦情の内容等の記録
⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

□ □

４３ ．電磁的記録等

条例第２７６条
予防条例第２６６条

Ⅴ　変更の届出等
介護保険法第７５条

介護保険法１１５条の
５

　当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定
める事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したとき
は、１０日以内に、事業を廃止し又は休止しようとするときは、その廃止
又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、
その旨を市に届け出ていますか。

①事業所の名称及び所在地
②代表者の氏名及び住所
③登記事項証明書又は条例等
④建物の平面図（事業を併設事業所において行う場合にあっては、併
設本体施設の平面図を含む。） 
⑤管理者の氏名、生年月日、住所
⑥運営規程
⑦協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との
契約の内容
⑧事業に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に
関する事項 

□ □

（１）　指定居宅（介護予防）サービス事業者及び指定居宅（介護予防）サービス
の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例の規定
において書面（被保険者証に関するものを除く。）で行うことが規定されている又
は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録によ
り行うことができる。

（２）　指定居宅（介護予防）サービス事業者及び指定居宅（介護予防）サービス
の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの
（以下「交付等」という。）のうち、条例の規定において書面で行うことが規定され
ている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書
面に代えて、電磁的方法によることができる。

21　／　21


